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１．はじめに

　2014年の会社法改正、15年のコーポレートガ

バナンス・コードの導入を契機に、独立社外取締

役（以下、独立取締役）が急増した。２人以上の

独立取締役を選任する一部上場企業の比率は、

14 ～ 20年に21.5％から95.3％に大きく伸び、独

立取締役が１／３以上を占める会社の比率も

12.6％から58.7％へと4.7倍に増えた（出所：東

京証券取引所）。

　これらの独立取締役の役割を探るため、筆者は

一部上場企業の独立取締役及び執行責任者を対象

に詳細なインタビュー調査を行い、比較のために

米国企業の独立取締役にもインタビューした。こ

れらの調査から、⑴日本企業の独立取締役は取締

役会の実効性を向上させており、経営陣も助言・

監督機能を評価している、⑵日本企業の独立取締

役は助言機能を重視し、一方、米国企業の独立取

締役は監督機能を重視する傾向がある、が明らか

になった。

　日米企業の独立取締役と経営者（計32人）を対象に詳細なインタビュー調査を行い、⑴就任の経緯・期待さ
れている役割、⑵取締役会の運営、⑶独立取締役の役割、について比較分析した。その結果、⑴日本企業の独立
取締役は取締役会の実効性を向上させており、経営陣もその監督機能を評価している、⑵日本企業の独立取締役
は助言機能を重視し、一方、米国企業の独立取締役は監督機能を重視する傾向がある、が明らかになった。
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